
（柳井地区広域消防組合公告第１号）

次のとおり条件付一般競争入札を実施します。

令和８年２月２４日

柳井地区広域消防組合管理者 井 原 健太郎

１ 入札に付する事項

次に掲げる工事の請負

⑴ 工事名

高機能消防指令センター及び消防救急デジタル無線更新工事（その２）

⑵ 工事場所

柳井地区広域消防本部 外６署所と山上基地局３箇所及び柳井市南町五丁目地内

⑶ 工事の概要

柳井地区広域消防組合の高機能消防指令センター及び消防救急デジタル無線の更新

工事

⑷ 工期

契約締結の日の翌日から令和１０年１月３１日（月）まで

２ 入札参加資格

この入札に参加できる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定する者でない

こと。

⑵ 入札公告日において、令和７・８年度柳井市建設工事競争入札参加資格者のうち、

電気通信工事の認定を受けていること。

⑶ 入札公告日において、特定建設業の許可を受けていること。

⑷ 本工事に使用する高機能消防指令センター及び消防救急デジタル無線の主要機器に

ついて、製造を自社で行っていること。

⑸ 平成２７年４月１日から公告の日までの間に元請人又は共同企業体の構成員（出資



比率が２０パーセント以上であるものに限る。）として、ア及びイについてそれぞれ

１件以上の施工実績（公告の日までに竣工（検査合格）したものに限る。）を有する

こと。

ア 高機能消防指令センター総合整備事業の離島型以上に準ずる施工実績

イ 消防救急デジタル無線整備事業の施工実績

⑹ 本工事公告日以前に３か月以上の直接雇用関係にある現場代理人及び主任技術者等

を、本工事に専任で配置できること。（現場代理人及び主任技術者等は、これを兼ね

ることができる。）

ア 現場代理人は、第１級陸上無線技術士、第２級陸上無線技術士、第１級陸上特殊

無線技士、第２級陸上特殊無線技士、第３級陸上特殊無線技士のいずれかの資格を

有する者

イ 主任技術者等は、電気通信工事業に係る監理技術者資格者証及び過去５年以内に

監理技術者講習を受講した、監理技術者講習修了証を有する者

⑺ 情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）又は個人情報保護マネジメン

トシステム（ＰＭＳ）の品質を証明するもの（ＩＳＯ２７００１又はプライバシーマ

ーク）を取得していること。

⑻ この公告の日から当該入札に係る落札者を決定する日までの間のいずれの日におい

ても、柳井市建設工事等の請負契約に係る指名停止措置要領に基づく指名停止を受け

ていないこと。

⑼ 工事の引き渡し後において、障害発生時の支援体制、補修部品の支援体制及び技術

的内容についての問い合わせ等に対応する体制を山口県、広島県又は福岡県のいずれ

かに確保できること。

３ 契約条項を示す場所

柳井市南町五丁目４番１号

柳井地区広域消防本部総務課



４ 入札を執行する場所及び日時

⑴ 場所 柳井市南町五丁目４番１号

柳井地区広域消防本部 ３階 大会議室

⑵ 日時 令和８年３月１３日 午前１１時

５ 入札に係る手続

入札参加資格の要件の確認に必要な次に掲げる書類を令和８年２月２７日午後１時まで

に柳井地区広域消防本部通信指令課に提出すること。なお、その確認結果を記載した書面

を令和８年３月３日までにファクスで通知する。

⑴ 一般競争入札参加申請書（第１号様式）

⑵ 同種、類似工事の施工実績について記載した書類（第２号様式）

⑶ 現場代理人又は主任技術者等の資格について記載した書類（第３号様式）

⑷ 特定建設業の許可通知書の写し

⑸ 高機能消防指令センター及び消防救急デジタル無線の主要機器について、製造を自

社で行っていることが証明できる書類

⑹ 主任技術者等が監理技術者講習を受講したものであることを証する書面

⑺ 情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）又は個人情報保護マネジメン

トシステム（ＰＭＳ）の品質を証明するもの（ＩＳＯ２７００１又はプライバシーマ

ーク）を取得していることを証する書面

⑻ 工事の引き渡し後における障害発生時の支援体制等の問い合わせ対応拠点が、山口

県、広島県又は福岡県のいずれかに在ることが証明できる書類

６ 入札保証金

免除する。

７ 入札無効

次のいずれかに該当する入札は、無効とする。

⑴ 入札参加資格のない者がした入札



⑵ 郵便又は電信による入札

⑶ 記名押印のない入札

⑷ 工事費内訳書の提出のない入札

⑸ 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札

８ 落札者の決定方法

柳井地区広域消防組合契約規則（平成元年柳井地区広域消防組合規則第３号）第２条に

おいて準用する柳井市契約規則（平成１７年柳井市規則第５２号）第１１条の規定に基づ

き定められた予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札

者とする。

９ その他

⑴ 入札に際し、入札金額に対応する工事費内訳書の提出を求める。

⑵ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額の１００分の１０に相当する額（

その額に１円未満の額があるときは、これを切り捨てる。）を加算した金額をもって

落札価格とするので、入札者は見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金

額を入札書に記載すること。

⑶ 設計図書は、令和８年２月２４日から令和８年２月２６日までの午前８時３０分か

ら午後５時１５分までの間、柳井地区広域消防本部総務課において、縦覧に供すると

ともに、２の入札参加資格の要件の確認を受けた者に配布する。

⑷ 本案件については、議会の議決を要する契約となるため、柳井地区広域消防組合議

会の議決を経た後、管理者が契約の相手方に対し、本契約を成立させる旨の意思表示

を示したときに、本契約としての効力を生ずるものとし、それまでの間は仮契約とす

る。

⑸ 契約保証金として、契約金額の１００分の１０以上の契約保証金を納付すること。

ただし、国債の提供又は金融機関若しくは公共工事の前払保証事業に関する法律（昭

和２７年法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社の保証をもって契約



保証金の納付に代えることができる。また、工事履行保証契約又は柳井地区広域消防

組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除

する。

⑹ 詳細については、柳井地区広域消防本部通信指令課（電話０８２０―２２―００４

０）に問い合わせること。


